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Ⅰ 計画の策定にあたり 

 

１．目 的 

  平成 15 年 7 月 16 日に公布・施行された「次世代育成支援対策推進法」（平

成 15 年法律第 120 号）第 19 条の規定に基づいて、職員が仕事と子育ての両

立を図ることができるよう、職員のニーズに即した次世代育成支援対策を計

画的かつ着実に推進するため、平成 18 年 5 月第 1 期本計画を策定し、平成

22 年「第 2 期 飯綱町役場特定事業主行動計画」を策定し、職場の環境整備

を図ってきました。 

  平成 26 年 4 月 16 日次世代育成支援対策推進法の 10 年間の延長等を内容と

する法律が成立し、これを受けて平成 26 年 11 月 28 日新たな行動計画策定指

針が策定されました。これを受けて、「第 3 期 飯綱町役場特定事業主行動計

画」を策定し、次世代育成支援対策を実施してきました。 

  「第 4 期 飯綱町役場特定事業主行動計画」では令和元年 11 月に改正され

た「行動計画策定指針」の内容を盛り込み仕事と生活の調和（ワークライフ

バランス）の両立が図られるよう職場の環境整備を進めていきます。 

 

２．計画期間 

   後期：令和２年４月１日から令和 7 年３月 31 日までの５年間 

 

３．推進体制の整備 

（１） 次世代育成支援対策を効果的に推進するため、次のとおり行動計画策  

定・推進委員会を引き続き設置します。 

     委 員 長   副町長 

   委  員   総務課長、議会事務局長、企画課長、住民環境課長、 

保健福祉課長、産業観光課長、建設水道課長、 

   税務会計課長、病院事務長、教育次長               

職員団体（1 名）、保健師（１名） 

      事務局長  総務課長（委員兼務） 

      事 務 局  総務課総務係 
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（２） 次世代育成支援対策に関する管理職や職員に対する研修・講習・情報 

提供等を実施します。 

（３） 仕事と子育ての両立等についての相談・情報提供を行う窓口を設置し

ます。 

（４） 本計画の推進にあたっては、行動計画の策定・推進委員会において実

施状況の把握と点検を行い職員の意見やニーズを踏まえて、その後の対

策や計画の見直し等に反映させます。 

（５） 本計画の実施状況については、前年度の取組状況や目標に対する実績

等を毎年 1 回公表していきます。  

 

 

Ⅱ 行動計画の展開 

 

１．職員の勤務環境に関するもの 

（１）妊娠中及び出産後における配慮 

具体的な行動計画 
令和 2 年度  

実施事業量等 

令和 6 年度 

目標事業量等 

① 母体保護及び母体健康管理の観点から設け

られている特別休暇制度の周知       
継続実施 → 

② 出産費用の給付等の経済的支援措置につい

て周知 
継続実施 → 

③ 妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、業務分

担の見直し 
継続実施 → 

④ 妊娠中の職員に対しては、本人の希望に応

じ、超過勤務の軽減等 
継続実施 → 
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（２）男性の子育て目的の休暇等の取得促進 

具体的な行動計画 
令和 2 度  

実施事業量等 

令和 6 年度 

目標事業量等 

① 妻の出産時における男性職員の２日間の特

別休暇の取得促進 
継続実施 → 

② 妻の出産時における男性職員の特別休暇に

併せ年次休暇の取得促進（５日間程度） 
未実施 検討 

 

（３）育児休業等を取得しやすい環境の整備等 

  ア 育児休業等の周知 

具体的な行動計画 
令和 2 年度  

実施事業量等 

令和 6 年度 

目標事業量等 

① 育児休業等に関し、制度の周知を図るととも

に、特に男性職員の育児休業等の取得促進につ

いて周知 

継続実施 → 

② 育児休業等の取得手続きについて情報提供 継続実施 → 

③ 妊娠を申し出た職員に対し、個別に育児休業

等の制度・手続きについて説明        
継続実施 → 

④ 育児短時間勤務、育児部分休業及び早出遅出

勤務制度の周知徹底と利用促進 
継続実施 → 

 

  イ 育児休業等を取得しやすい雰囲気の醸成 

具体的な行動計画 
令和 2 年度  

実施事業量等 

令和 6 年度 

目標事業量等 

① 育児休業等の取得の申出があった場合、事例

ごとに業務分担の見直し             
継続実施 → 

② 定期的に育児休業等の制度の趣旨を徹底さ

せ職場の意識改革 
未実施 

年１回程度 

開催 
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 ウ 育児休業等を取得した職員の円滑な職場復帰の支援  

具体的な行動計画 
令和 2 年度  

実施事業量等 

令和 6 年度 

目標事業量等 

①  育児休業中の職員に対して、休業期間中の広 

報誌や通知等の送付等 
継続実施 → 

② 復職時においては、必要に応じ研修等を実施 継続実施 → 

  

エ 育児休業等に伴う臨時職員の採用 

具体的な行動計画 
令和 2 年度  

実施事業量等 

令和 6 年度 

目標事業量等 

①  職場内の人員配置等によって、育児休業中の 

職員の業務を遂行することが困難なときは、臨

時職員の採用により適切な代替要員の確保 

継続実施 → 

  ◎ 育児休業等の取得率 （目標達成年度：令和 6 年度） 

            男性 10％     女性 100％            

（参 考） 

   ・ 育児休業取得率 （令和 2 年１月１日現在） 

         男性職員 0％   女性職員 100％ 

 

（４） 超過勤務の縮減 

 ア 小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の超過勤務の縮減等 

   の周知 

具体的な行動計画 
令和 2 年度  

実施事業量等 

令和 6 年度 

目標事業量等 

①小学校就学始期に達するまでの子どものいる

職員の超過勤務の縮減等の周知 
継続実施 → 

②小学校就学の始期に達するまでの子どものい

る職員の深夜勤務及び超過勤務の制限について

周知。 

継続実施 → 
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③小学校就学の始期に達するまでの子どものい

る職員及び放課後児童健全育成事業を行う施設

に子どもを出迎えるため赴く職員の早出遅出勤

務の制度について周知。 

継続実施 → 

  イ ノー残業デーの促進 

具体的な行動計画 
令和 2 年度  

実施事業量等 

令和 6 年度 

目標事業量等 

① 定時退庁日を設定し、朝礼時等に、注意喚起

を図るとともに、幹部職員による定時退庁の率

先垂範 

継続実施 → 

② 定時退庁できない職員が多い部署を把握し、

管理職員への指導の徹底 
継続実施 → 

   

  ウ 事務の簡素合理化の推進 

具体的な行動計画 
令和 2 年度  

実施事業量等 

令和 6 年度 

目標事業量等 

① 行政改革大綱実施計画により効率的な事務

の遂行 
継続実施 → 

② 会議、打合せ等について、極力電子メール等

の活用促進 
継続実施 → 

 

  エ 超過勤務の縮減のための意識啓発等  

具体的な行動計画 
令和 2 年度  

実施事業量等 

令和 6 年度 

目標事業量等 

① 超過勤務の多い部署からのヒアリングを行

ったうえで注意喚起 
継続実施 → 

② 超過勤務縮減の取り組みの重要性について、

意識啓発 
継続実施 → 

③ 超過勤務の多い職員に対する健康診断の実 

施等健康面における配慮を充実 
継続実施 → 
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（５）休暇の取得の促進 

  ア 年次休暇の取得の推進 

具体的な行動計画 
令和 2 年度  

実施事業量等 

令和 6 年度 

目標事業量等 

①   各種会議等の場において、定期的に取得促

進の周知 
継続実施 → 

② 課長等が、部下の年次休暇の取得状況を把握

し、年次休暇の取得の促進を指導 
継続実施 → 

③ 安心して職員が年次休暇の取得ができるよ

う、事務処理において相互応援ができる体制を

整備 

継続実施 → 

 

 

  イ 連続休暇等の取得の推進 

具体的な行動計画 
令和 2 年度  

実施事業量等 

令和 6 年度 

目標事業量等 

① 月・金曜日と週休日を組み合せての年次休暇

の取得推進 
継続実施 → 

② 子どもの予防接種実施日や授業参観日にお

ける年次休暇の取得促進 
継続実施 → 

③ 国民の祝日、夏季休暇、年末年始、ゴールデ  

ン・ウィーク等とあわせた年次休暇の取得促進 
継続実施 → 

④ 勤続 10 周年毎等の節目に、年次休暇を利用

した３日間以上の休暇の取得促進 
継続実施 → 

⑤ 年 1 回、年次休暇を利用した１週間のリフレ 

ッシュ休暇の取得促進 
未実施 

令和 6 年度 

までに検討 

⑥ 職員や家族の誕生日、結婚記念日等の家族の

記念日における年次休暇の取得促進 
未実施 

令和 6 年度 

までに検討 

⑦ ゴールデン・ウィークやお盆期間における公

式会議の自粛 
継続実施 → 
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  ウ 子どもの看護等の特別休暇の取得の促進  

   具体的な行動計画 
令和 2 年度  

実施事業量等 

令和 6 年度 

目標事業量等 

 子どもの看護休暇等の特別休暇を周知すると

ともに、その取得を希望する職員に対して、100％

取得できる雰囲気の醸成 

継続実施 → 

◎ 年次休暇取得目標（職員一人当たり） 

15 日以上 

  （参 考）飯綱町職員年度別年次休暇取得日数（一人当たり） 

          令和元年度   9.0 日           

（６）職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正  

具体的な行動計画 
令和 2 年度  

実施事業量等 

令和 6 年度 

目標事業量等 

① 職場優先の環境や固定的な性別役割分担意

識等の是正についての情報提供や意識啓発 
未実施 

令和 6 年度 

までに検討 

② 各年齢層に対して、研修を通じた意識啓発 未実施 
年１回程度 

開催 

③ セクシャルハラスメントの防止のための研

修会を開催 
継続実施 

年１回程度 

開催 

④ 「特定職員による職場でのお茶くみ廃止」等

について周知 
継続実施 → 

 

（７）仕事と生活の調和（ワークライフバランス）が実現しやすい風土の醸成 

具体的な行動計画 
令和 2 年度  

実施事業量等 

令和 6 年度 

目標事業量等 

①仕事・職場優先の意識を是正し、仕事と育児の

両立を尊重することができるよう意識啓発を図

る。 

継続実施 → 
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２．その他の次世代育成支援対策に関する事項 

（１）子育てバリアフリー 

具体的な行動計画 
令和 2 年度  

実施事業量等 

令和 6 年度 

目標事業量等 

① 来庁者に対して乳幼児が安心して利用でき

るベビーベット等の設置 
実 施 → 

② 子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できる

よう、親切な応接対応等のソフト面でのバリア

フリーの取り組みの推進 

継続実施 → 

 

（２）子育てに関する地域貢献活動 

  ア 子どもの体験活動等の支援 

具体的な行動計画 
令和 2 年度  

実施事業量等 

令和 6 年度 

目標事業量等 

①   子どもが参加する地域の活動に敷地や施設

を提供 
継続実施 → 

②   子どもが参加する学習会等の行事において、 

職員が専門分野を活かした指導を実施 
継続実施 → 

  

 

  イ 子どもを交通事故から守る活動の実施や支援  

具体的な行動計画 
令和 2 年度  

実施事業量等 

令和 6 年度 

目標事業量等 

①   交通事故防止について綱紀粛正通知による

呼びかけを実施 
継続実施 → 

②   交通安全講習会の実施や、専門機関等によ

る安全運転に関する研修の受講を支援 
継続実施 → 

 

   


